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広告業界の取引実態に関する調査報告書（概要） 

 

平成 17 年 11 月８日 

公 正 取 引 委 員 会 

第１ 調査の目的及び調査方法 

○ テレビ及び新聞などの広告取引において，有力な広告会社に取引が集

中する構造，取引慣行の実態を明らかにし，競争政策上の考え方を提示 

○ インターネット広告に関する実態を把握 

・ テレビ局，新聞社，広告会社及び広告主に対するアンケート調査（計

441 社）及びヒアリング調査（計 46 社） 
 
第２ 調査報告書のポイント 

１ 広告業界の構造 
 

 
 

２ 広告業界の取引慣行 

 
 

３ 競争政策上の評価に基づく提言 

・ テレビ局による番組ＣＭ取引に係る情報の一層の開示・広告会社に支

払う報酬率の算定基準の整備 

・ 媒体社，広告会社及び広告主による取引方法改善，など 
 

問い合わせ先   公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引調査室 

            電話 ０３－３５８１－３３７２（直通） 

ホームページ   http://www.jftc.go.jp 

■ テレビ広告（番組ＣＭ）取引において，以下の理由により，広告会社の新規参入

が非常に困難 
① 電通をはじめとする有力な広告会社がＣＭ枠の大部分を確保 

② 既存の広告主が優先される原則 

③ テレビ局による情報開示が少ない 

■ テレビ広告（スポットＣＭ）取引において，広告会社の報酬格差は最大 20％あ

り，最低限の基本報酬しか得られない中小規模の広告会社は，価格競争で不利 

■ 口頭による取引が少なくなく，媒体社，広告会社及び広告主の広告取引の当事者

に適切な情報が与えられず，市場メカニズムが働きにくい状況 

■ 広告の効果やコストに関する広告主の意識は必ずしも高くない 

■ 我が国の総広告費：５兆 8571 億円（平成 16 年） 

■ 媒体社－広告会社－広告主 という広告媒体枠取引において，媒体社が広告会社

へ報酬を支払うコミッション方式が中心 

■ 有力な広告会社と中小規模の広告会社に二極化 

■ 広告会社上位３社の合計シェアは増加傾向 
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第３ 調査結果の概要 

 

１ 広告業界の構造 

 

(1) 市場規模 
 

 
 
このうちテレビが 34.9％，新聞が 18.0％を占める。 

インターネット広告費は 3.1％であるが，対前年比 53.3％増，ラジオ

広告費を抜き増加傾向が著しい。 

 

(2) 広告取引の流れ 
 

 
 

 
媒体枠取引は，Ⅰの広告会社と媒体社との取引（媒体社が広告会社に媒体枠を販

売する取引）及びⅡの広告会社と広告主との取引（広告会社が広告主に媒体枠を販

売する取引）の２つの取引に分かれている。Ⅰの取引において広告会社が受け取る

報酬は，媒体枠料金に一定率を乗じて求められる（コミッション）。 
上図は，コミッションの率を 15％とする場合の例である。 

 
 

我が国の総広告費：５兆 8571 億円（平成 16 年） 

テレビ・新聞広告（媒体枠取引）では，媒体社が広告会社へ報酬を支払うコミ

ッション方式が中心 

媒体社 

広告会社 

広告主 

①媒体枠の販売 100 

②媒体枠の販売 100 

③媒体枠料金の支払 100 

Ⅰ Ⅱ 

④媒体枠料金の支払 85 
媒体枠料金－報酬＝媒体社に支払う媒体枠料金 

100－15 ＝85 

報酬（コミッション） 
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(3) 広告会社の市場構造 
 

 
 
総広告費，テレビ広告費及び新聞広告費に占める上位３社のシェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：日経広告研究所編「広告白書平成 17年版」を基に作成） 

 
 

 
 

総広告費に占める上位３社のシェアの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：広告経済研究所「主要広告代理業上位 50社売上高」を基に作成） 

 

 

 

 

 

広告会社上位３社の合計シェアは増加傾向 

有力な広告会社と中小規模の広告会社に二極化 
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9.0%
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3.3%
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48.0％ 

36.2％ 

65.2％ 
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２ 広告業界の取引慣行 

(1) 番組ＣＭ取引への参入 

テレビ広告の中でも番組ＣＭは宣伝効果が高いといわれているが，以

下の理由により，広告会社の番組ＣＭ枠取引への新規参入が非常に困難。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
テレビ局が既存の広告主を優先している状況（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有力な広告会社以外の広告会社の番組 CM枠取引への参入が非常に困難 

① 電通をはじめとする有力な広告会社がＣＭ枠の大部分を確保 

このため，それ以外の広告会社が広告主の入れ替わるＣＭ枠の情報に接する機

会（新規参入広告会社等にとっての取引機会）が限定 

② 既存の広告主が優先される原則 

このため，広告主の入れ替わるＣＭ枠が，ＣＭ枠の一部に限定 

③ テレビ局による情報開示が少ない 

テレビ局による広告主の入れ替わるＣＭ枠に関する情報開示が少なく，ＣＭ枠

取引では広告会社による広告主に対する相対での見込みセールスが行われてい

る。このため，中小規模の広告会社は一層取引の機会（情報）に接する可能性が

限定 

16.3%

8.2%

25.5%

73.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1

番組の継続にかかわらず，優先
する

番組が継続される場合に限り，
優先する

番組提供料に最も好条件を提
示した広告主を優先する

その他

有効回答数 98 
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(2) スポットＣＭにおける広告会社の報酬 

広告会社に支払われる報酬は，基本報酬と特別報酬。スポットＣＭに

ついての基本報酬の水準は 15～20％，特別報酬の水準は０～15％。 

報酬は広告会社によって差が設けられており，スポットＣＭにおいて

放送局別にみた報酬格差の最大は 20％（基本報酬５％＋特別報酬15％）。 

 

スポットＣＭにおける広告会社による報酬格差（報酬率の最高値と最低値との差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 

 
 

報酬格差による価格競争力の格差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有力な広告会社に比べ最低限の基本報酬しか得ることができない中小規模の広告

会社は，以下のとおり，価格競争において不利 

報酬 15  

報酬 20  

媒体社 

有力な 

広告会社Ａ 

広告主 

中小規模の 

広告会社Ｂ 
媒体枠料金 100 

媒体枠料金 100 

値引額格差 

媒体枠の販売価格 
100－10＝90  

媒体枠の販売価格 
100－5＝95 

報酬格差 

媒体枠料金  － 値引き ＝ 広告主に対する媒体枠の販売価格 

3.0

5.0

5.0

5.0

3.0

9.6

5.0

9.0

15.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Ｅ局

Ｄ局

Ｃ局

Ｂ局

Ａ局

％

基本報酬格差
特別報酬格差
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(3) 取引の書面化の状況 
 

 
 

 

基本契約書の締結状況（広告会社アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別取引の書面化の状況（広告会社アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口頭による取引が少なくなく，媒体社，広告会社及び広告主の広告取引の当事

者に適切な情報が与えられなくなり，市場メカニズムが働きにくい状況 

72.1%

38.0%

14.3%

4.7%

24.0%

14.3%

23.3%

38.0%

71.4%

0% 20% 40% 60% 80%

広告主

新聞社

テレビ局

ほとんど締結している
半数程度締結している
ほとんど締結していない

有効回答数 

対テレビ局 49 

対新聞社  50 

対広告主  43 

23.1%

34.6%

42.3%

7.8%

9.8%

82.4%

8.2%

6.1%

85.7%

35.4%

8.3%

56.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

番組CM
ｽﾎﾟｯﾄCM
新聞社
広告主

ほとんどの取引にお
いて書面で発注

取引件数の半数程度
において書面で発注

ほとんどの取引にお
いて口頭で発注

有効回答数 
 番組ＣＭ   48 
 スポットＣＭ 49 
新聞社    51 
広告主    52 

テレビ局 



 7 

 

(4) 広告主の広告効果の評価・コスト意識 
 

  
 

同一番組提供者間の番組ＣＭ料金格差（例） 
 

ジャンル 放送時間（秒） 最高額（万円） 最低額（万円） 格差（倍） 
映画 60 5,900 2,600 2.2 
教養 60 6,100 2,700 2.2 
娯楽 60 6,000 3,000 2.0 
音楽 60 5,600 2,800 2.0 
娯楽 60 5,200 2,615 1.9 

 (注) プライムタイムに放送される同一番組内で同一秒数のＣＭを放送している
番組提供者が支払うＣＭ料金（６か月契約料金）を月額換算し，その最高額と
最低額を比較し，その格差が大きい番組を抽出した。本データはあるキー局の
一例であるが，他のキー局についても同様の傾向が認められる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) インターネット広告取引 
 

  
 

 

 

 

 

取引慣行の不透明性については，現在のところ認められない 

広告の効果やコストに関する広告主の意識は必ずしも高くない 

1.7%

25.8%

72.5%

知らない

当社以外の広告主の放
送料金のおおよその推
測は可能である
知っている

自社が提供する番組について他の広告主が支払うＣＭ料金を知っているか 

（広告主アンケート） 

有効回答数 120 
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３ 競争政策上の評価 

(1) テレビ広告：番組ＣＭ 

 

 

(2) テレビ広告：スポットＣＭ 

 
 

(3) 透明性確保に向けた取引方法の改善 

 
 
 

(4) 広告効果の評価・コスト意識の改善 

 
 

(5) インターネット広告取引 

 

 
 

今後，市場規模の拡大に伴って，競争阻害的な取引慣行が出現することのないよう，

継続的に注視 

広告主は，広告の効果やコストに対する意識を高め，現状の広告料金を検証する

といった取組を行うことが有益 

広告主は，広告会社の選定・変更について，広告の効果やコスト面での成果を反

映させることなども必要 

媒体社，広告会社及び広告主は，取引の透明性を高めるため，取引条件等を記載

した書面による取引を行うなど，取引方法を改善することが望ましい 

テレビ局は，例えば，一定期間における取引量（額）や前年実績に対する増減率

等，報酬率の算定基準について，広告会社各社に共通の基準を整備するなど，報酬

の決定についての合理性，公平性，透明性の確保が必要 

テレビ局は，テレビ放送の公共性にもかんがみ，例えば，以下のようにするなど

番組ＣＭ取引に係る情報の一層の開示を行い，新規参入を促すことが有益かつ必要 

・販売対象枠について一定時期（改編時期の２か月前など）に積極的に公表する 

・番組ＣＭ枠の価格表（実際の取引に用いられるもの）を明らかにする 

・販売対象枠について広告会社による入札の方法の導入を検討する 


